
32.　10.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

11月の お気軽に
　  無 料 相 談
お 気 軽 に
　  無 料 相 談
お 気 軽 に
　  無 料 相 談

相談内容 相談日 時間 会場 相談員 問い合わせ先

耐震相談 １１月は実施しません 東久留米建築
設計協会会員

同協会事務局・
桑原建築設計事
務所
☎４７６・１５１５

教育相談
※電話相談も可。

火曜〜　
� 土曜日

午前１０時〜
午後 ５時
（滝山のみ
水曜日は
６時まで）

中央相談室

（成美教育文化会館内教育センター）教育相談員
中央相談室
☎４７３・３６６７

月曜〜　
� 金曜日

滝山相談室
（西部地域センター内）

滝山相談室
☎４７５・８９０９

母子・父子相談 開庁日 午前 ８時半
〜午後 ５時

児童青少年課
（市役所 ２階）

母子・父子
自立支援員

児童青少年課
☎４７０・７７３６

身体障害者相談 １３日（金）
午前１０時〜
正午 市役所 １階相談室

身体障害者
相談員

前月末までに
障害福祉課
☎４７０・７７４７、
ファクス
４７５・８１８１知的障害者相談 １１日（水） 知的障害者

相談員
心身障害者（児）
相談 平日

午前 ９時〜
午後 ５時

さいわい
福祉センター

さいわい福祉
センター支援員

同センター
☎４７７・２７１１

職業相談 開庁日 市役所 ２階
ワークコーナー

ハローワーク
三鷹職員 ※直接会場へ。

住宅増改築相談 １２日（木）午前１０時〜
正午、
午後 １時〜
４時

市役所 １階
屋内ひろば

市住宅増改築
等斡旋事業登
録団体協議会

※直接会場へ。

消費者相談
※電話相談 平日 消費生活

相談員
市消費者
センター
☎４７３・４５０５

行政相談 １１日（水）午前１０時〜正午
生活文化課
（市役所 ２階） 行政相談委員 生活文化課

☎４７０・７７３８
妊婦訪問 希望する方は右記へ

問い合わせください。 ご自宅 助産師・
保健師

健康課
保健サービス係
☎４７７・００２２赤ちゃん訪問

生活困窮者
自立相談 開庁日 午前 ９時〜

午後 ４時
福祉総務課
（市役所 １階） 相談支援員 福祉総務課

☎４７０・７７４１

相談内容・定員 相談員 予約開始日 相談日 時間 会場 問い合わせ先

法律相談
（各日 ８ 人） 弁護士

１０月２９日（木） ４日（水）１１日（水）
午前１０時から 市役所 ２ 階相談室

各予約開始日
の午前 ８時半
から電話で
生活文化課
☎４７０・７７３８

１１月１２日（木）１８日（水）２５日（水）
不動産・相続・会社の
登記等相談（ ５ 人）
※電話相談

司法書士
１０月２７日（火） ４日（水）

午後 １時から

表示登記・土地の
境界等相談（ ４ 人） 土地家屋調査士 午前１０時から

市役所 ２ 階
相談室相続・遺言・成年後見

等手続き相談（ ５ 人） 行政書士 １１月 ５ 日（木）１１日（水）
午後 １時から

税務相談（ ５ 人） 税理士 １１月１０日（火）１８日（水）
人権・
身の上相談（ ４ 人） 人権擁護委員 １１月は実施しません

不動産取引相談（ ５ 人） 宅地建物取引士 １０月２９日（木） ５日（木）
午後 １時から

市役所 ２ 階
相談室

交通事故相談（ ５ 人） 弁護士
１１月１９日（木）２５日（水）年金・労災・雇用・保険・

人事管理等相談（ ４ 人）社会保険労務士 午前１０時から

女性の悩みごと相談
（各日 ５ 人）

女性
カウンセラー

１０月２１日（水） ２日（月）９日（月）
午前１０時半〜
午後 ４時半 市役所 ２ 階

相談室

各予約開始日
の午前 ９時か
ら電話で
男女平等推進
センター
☎４７２・００６１

１１月 ４ 日（水）
１６日（月）
２６日（木）
３０日（月）

女性弁護士による
法律相談（ ４ 人） 女性弁護士 １０月２３日（金） ６日（金）午前 ９時半〜午後 ０時半

経営相談 市商工会
経営指導員 前日までに 平日 午前１０時〜

午後 ４時
東久留米市
商工会館

市商工会
☎４７１・７５７７

貸
付
け
の
種
類
・ 

申

請

方

法

　

技
能
習
得
・
転
宅
・
修
学
な
ど

の
目
的
ご
と
に
資
金
の
種
類
が
分

か
れ
て
い
ま
す
。
申
請
は
、
事
前

予
約
の
上
、
児
童
青
少
年
課
（
市

役
所
２
階
）
へ

　

※
審
査
の
結
果
、
貸
付
け
が
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

償

還

方

法

　

資
金
ご
と
に
設
定
さ
れ
て
い
る

期
限
内
に
償
還
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。
連
帯
保
証
人
の
有
無
に
よ
っ

て
利
子
（
年
１
％
）
が
掛
か
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
助
成
支
援
係
☎

４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

性
で
、
次
の
①
・
②
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
。

　

①
親
・
子
・
兄
弟
姉
妹
な
ど
を

扶
養
し
て
い
る
方
（
所
得
制
限
無

し
）。

　

②
年
間
所
得
が
２
０
３
万
６
０

０
０
円
以
下
で
、
母
子
家
庭
の
母

親
と
し
て
２０
歳
未
満
の
子
を
扶
養

し
た
こ
と
の
あ
る
方
ま
た
は
婚
姻

歴
の
あ
る
４０
歳
以
上
の
方
。

　

※
い
ず
れ
も
貸
付
け
が
自
立
に

つ
な
が
る
と
判
断
さ
れ
、
償
還
の

計
画
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
方

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

都
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
方

が
、
経
済
的
に
自
立
し
て
安
定
し

た
生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
な
資

金
を
お
貸
し
し
て
い
ま
す
。

貸

付

対

象

◎
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金

　

原
則
と
し
て
都
内
に
６
カ
月
以

上
居
住
す
る
母
子
家
庭
の
母
親
・

父
子
家
庭
の
父
親
な
ど
で
、
２０
歳

未
満
の
お
子
さ
ん
を
扶
養
し
て
い

る
方
。

◎
女
性
福
祉
資
金

　

原
則
と
し
て
都
内
に
６
カ
月
以

上
居
住
す
る
配
偶
者
が
い
な
い
女

２５
日
（
水
）
か
ら
開
始
し
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
広
報
紙
１１
月

１
日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

入
所
を
希
望
す
る
方
は
、
受
付

期
間
や
提
出
書
類
を
確
認
の
上
、

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
育
・
幼
稚
園

係
☎
４
７
０
・
７
７
４
５
へ
。

　

３
年
度
の
保
育
施
設
入
所
の
し

お
り
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
申

請
書
と
認
可
保
育
施
設
の
入
所
申

込
書
は
１１
月
２
日
（
月
）
か
ら
子

育
て
支
援
課
（
市
役
所
２
階
）
で

配
布
を
開
始
し
ま
す
。
ま
た
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開
し
ま

す
。

　

申
し
込
み
の
受
け
付
け
は
１１
月

は
、
市
内
の
市
立
小
学
校
に
在

籍
、
ま
た
は
市
内
在
住
で
、
３
年

４
月
に
小
学
校
新
１
年
生
～
新
６

年
生
に
な
る
児
童
で
す
。

　

申
し
込
み
方
法
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
１１
月
２
日
（
月
）
か
ら
児

童
青
少
年
課
（
市
役
所
２
階
）、

各
学
童
保
育
所
で
配
布
予
定
の
入

所
案
内
、
広
報
紙
１１
月
１
日
号
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
児
童

青
少
年
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
５

へ
。

８
時
半
～
午
後
８
時
で
す
。

　

学
童
保
育
所
は
、
放
課
後
帰
宅

し
て
も
、
保
護
者
の
就
労
な
ど
に

よ
り
家
庭
で
育
成
（
監
護
）
を
受

け
ら
れ
な
い
児
童
を
、
保
護
者
に

代
わ
っ
て
専
門
の
職
員
が
育
成
支

援
す
る
施
設
で
す
。

　

今
回
入
所
の
対
象
に
な
る
の

　

学
童
保
育
所
の
３
年
度
入
所
の

申
し
込
み
受
け
付
け
を
１２
月
１
日

（
火
）
～
１２
日
（
土
）
の
期
間
に

行
い
ま
す
。
受
付
時
間
は
、
１２
月

１
日
（
火
）
～
５
日
（
土
）、
７

日（
月
）～
９
日（
水
）、１２
日（
土
）

が
午
前
８
時
半
～
午
後
５
時
、
１０

日
（
木
）・
１１
日
（
金
）
が
午
前

子
育
て
の
お
手
伝
い
を
し
た
い
方

（
サ
ポ
ー
ト
会
員
）
が
会
員
と

な
っ
て
、
地
域
で
助
け
合
う
組
織

で
す
。

　

幼
稚
園
行
事
な
ど
で
子
ど
も
を

連
れ
て
い
け
な
い
と
き
、
買
い
物

や
外
出
時
に
預
け
た
い
と
き
、
残

業
な
ど
で
保
育
園
や
学
童
の
お
迎

え
が
間
に
合
わ
な
い
と
き
な
ど
に

地
域
の
協
力
者
が
お
手
伝
い
し
ま

す
。

　
【
利
用
料
金
】平
日
お
よ
び
土
曜

日
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
＝
１

時
間
当
た
り
７
０
０
円
▼
平
日
お

よ
び
土
曜
日
の
そ
れ
以
外
の
時
間

＝
１
時
間
当
た
り
９
０
０
円
▼
日

曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
＝
１
時

間
当
た
り
９
０
０
円

　

※
前
日
ま
で
の
キ
ャ
ン
セ
ル
は

無
料
。
当
日
キ
ャ
ン
セ
ル
は
依
頼

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
は
、
子
ど
も
を
持
つ
家
庭

の
支
援
事
業
と
し
て
厚
生
労
働
省

と
都
が
推
進
し
て
い
る
事
業
で

す
。
実
施
主
体
は
東
久
留
米
市

で
、
社
会
福
祉
協
議
会
が
委
託
を

受
け
て
運
営
を
し
て
い
ま
す
。

　

子
育
て
の
手
助
け
を
し
て
ほ
し

い
方
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
会
員
）
と
、

に
は
、
日
本
年
金
機
構
よ
り
１０

月
中
旬
頃
か
ら
請
求
可
能
な
旨

の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す
。

同
封
の
は
が
き
（
年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
請
求
書
）
に
記
入

し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
３
年

２
月
１
日
ま
で
に
請
求
手
続
き

が
完
了
す
る
と
、
２
年
８
月
分

か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
２
）
年
金
を
受
給
し
は
じ
め

る
方

　

年
金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ

て
年
金
事
務
所
ま
た
は
市
保
険

年
金
課
で
請
求
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
ま
た
は
市
保
険
年
金
課
☎

０
４
２
・
４
７
０
・
７
７
３
２

へ
。

提
出
が
必
要
で
す
。

◎
対
象
と
な
る
方

（
１
）
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方

　

た
だ
し
、
以
下
の
①
～
③
の

要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る

必
要
が
あ
り
ま
す

　

①
６５
歳
以
上
で
あ
る

　

②
世
帯
員
全
員
が
市
民
税
が

非
課
税
と
な
っ
て
い
る

　

③
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所

得
額
の
合
計
が
約
８８
万
円
以
下

で
あ
る

（
２
）
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族

基
礎
年
金
を
受
給
中
で
前
年
の

所
得
額
が
約
４
６
２
万
円
以
下

で
あ
る
方

◎
請
求
手
続
き

（
１
）
新
た
に
年
金
生
活
者
支

援
給
付
金
を
お
受
け
取
り
い
た

だ
け
る
方

　

受
け
取
り
の
対
象
に
な
る
方

新
た
に
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
の
支
給
対
象
に 

な
り
う
る
方
に
請
求
書
を 

お
送
り
し
て
い
ま
す

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
や
そ
の

他
の
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
、

年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す

る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し

て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

受
け
取
り
に
は
、
請
求
書
の

お

わ

び

と

訂

正

　

広
報
１０
月
１
日
号
３
面
に
掲

載
し
ま
し
た
「
私
立
幼
稚
園
等
の

無
償
化
・
補
助
制
度
の
ご
案
内
」

に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
補
足
給

付
（
給
食
副
食
費
の
補
助
）
の
対

象
者
に
つ
い
て
、
認
定
こ
ど
も
園

の
保
育
利
用（
２
号
認
定
）は「
５

万
７
７
０
０
円
以
下
」
と
あ
り

ま
す
が
、
正
し
く
は
「
５
万
７

６
９
９
円
以
下
（
ひ
と
り
親
世

帯
等
は
７
万
７
１
０
０
円
以

下
）」
で
す
。
お
わ
び
し
て
訂

正
い
た
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
保

育
・
幼
稚
園
係
☎
４
７
０
・
７

７
４
５
へ
。

し
た
時
間
（
利
用
時
間
）
の
半
額

に
な
り
ま
す
。

　
【
利
用
方
法
】子
育
て
の
手
助
け

を
し
て
ほ
し
い
方
（
フ
ァ
ミ
リ
ー

会
員
）
も
、
子
育
て
の
お
手
伝
い

を
し
た
い
方
（
サ
ポ
ー
ト
会
員
）

も
、
入
会
申
込
の
提
出
（
会
員
登

録
）
が
必
要
で
す
。
ま
ず
は
事
業

説
明
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
（
予

約
制
）。

　
【
サ
ポ
ー
ト
会
員
募
集
】サ
ポ
ー

ト
会
員
は
入
会
後
、
１１
月
に
開
催

す
る
講
習
会
を
受
講
し
て
い
た
だ

き
、
修
了
後
に
登
録
と
な
り
活
動

を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局
☎
０

４
２
・
４
７
５
・
３
２
９
４
へ
。

　

東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
・

女
性
福
祉
資
金
貸
付
け
の
ご
案
内

学
童
保
育
所
へ
の
入
所
申
し
込
み 

受
け
付
け
は
１２
月
１
日（
火
）～

１２
日（
土
）

３
年
度
保
育
園
の
し
お
り
・ 

入
所
申
込
書
の
配
布
を

１１
月
２
日
（
月
）
か
ら
開
始
し
ま
す

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の

ご
案
内


